
障 福  第644号  

平成29年２月１日  

 

 関係市町 

障害福祉主管課長 殿 

 

神奈川県保健福祉局福祉部障害福祉課  

障害サービス担当課長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

市街化調整区域における社会福祉施設（障害福祉施設）の設置等 

に係る取扱指針の改正について（通知） 

 

 

平素から障害福祉行政の推進につきまして御尽力いただき、厚くお礼申し上

げます。 

さて、このことについて、別添のとおり取扱指針を改正しましたので、障害

福祉施設の市街化調整区域における設置等について事業者より事前相談があっ

た場合には、本取扱指針に基づき、事務処理をされますようお願いいたします。 

 

＜改正内容＞ 

取扱指針における対象施設として、障害者総合支援法における一般相談支

援事業及び特定相談支援事業、並びに児童福祉法における障害児相談支援事

業を追加すること、その他所要の改正を行う。 

ただし、相談支援事業所については、その他の障害福祉施設に併設される

ものに限る。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

施設指導グループ 中村 

電話  045-210-4724 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 045-201-2051 


